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集約型都市構造へむけた土地
利用制度の現状と課題

都市計画学会中部支部30周年記念シンポ 令和２年11月25日
13:40～14:25

長岡技術科学大学 環境社会基盤工学専攻

松川 寿也
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本日の話題提供

「集約化」といいながら
計画制度の趣旨に合致した運用がされているか？
土地利用規制誘導方策との齟齬はないのか？

立地適正化計画の制度化初期策定都市（線引き都市
と、非線引き都市、策定都市と未策定都市）を通じて
考える

2020年改正特措法で考えていくべきこと
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立地適正化計画による集約化に向けた限界

非線引き都市計画区域 線引き都市計画区域

用途地域 市街化区域

市街化調整区域非線引き白地

届出・勧告制度による緩やかな規制誘導・・・
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立地適正化計画による集約化に向けた限界

非線引き都市計画区域 線引き都市計画区域

用途地域 市街化区域

市街化調整区域非線引き白地

用途地域いっぱいいっぱいに誘導区域を指定されては・・・
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立地適正化計画による集約化に向けた限界

非線引き都市計画区域 線引き都市計画区域

用途地域 市街化区域

市街化調整区域非線引き白地

誘導エリアの指定対象外地域で起きていることを踏まえて
（特に広く抱える地方都市）
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立地適正化計画の策定と合わせ
た開発許可制度の見直しは？

立地適正化計画施策集

線引き拡大や維持のための制度
手法として調整区域の規制緩和

立地適正化計画による都市集約

vs

3411区域

5,904ha
(参考)市街化区域

10,795ha

6,706ha

市街化調整区域を見ると・・・
（制度化初期に立地適正化計画を策定した都市）

7
線引きと非線引きの境界付近の人口変化

H2-12(3411条例施行前)

◎

◎

欠測

甲府市
調整区域

笛吹市非
線引き白地

市役所

隣接市行政界

線引き都計界

◎

3000m
↑N

線引きＡ市
市街化区域
－4.2千人

Ａ市調整区域
－0.2千人

非線引きＢ市
白地

+4.9千人

＋20％以上
～＋20％
～＋10％
～0％
～－10％
－20％未満

人口増加率

数字は調整区域又
は非線引き都計区域
の増減数

線引き
Ａ市

非線引き
Ｂ市

調整
区域

昭和60年をピークに人口減少に転じた
人口20万人程度の地方中核都市

A市とその隣接市B市の都市計画規制

市街化調整区域を見ると・・・

8
線引きと非線引きの境界付近の人口変化

H2-12(3411条例施行前)

◎

◎

欠測

甲府市
調整区域

笛吹市非
線引き白地

市役所

隣接市行政界

線引き都計界

◎

3000m
↑N

線引きＡ市
市街化区域
－4.2千人

Ａ市調整区域
－0.2千人 ＋20％以上

～＋20％
～＋10％
～0％
～－10％
－20％未満

人口増加率

数字は調整区域又
は非線引き都計区域
の増減数

線引き
Ａ市

非線引き
Ｂ市

調整
区域

非線引きＢ市の白地での開発

3411条例を使って、線
引き都市計画区域側に
開発を呼び戻そう！！

平成14年に条例を施行し、調整
区域のほぼ全域を3411区域の
対象範囲に

非線引きＢ市
白地

+4.9千人

市街化調整区域を見ると・・・
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線引き
Ａ市

非線引き
Ｂ市

調整
区域

A市とその隣接市B市の土地利用規制

線引き
都計区域

甲府市
市街化区域

笛吹市
用途地域

◎

◎

市役所

線引き都計界

◎

H12-22(3411条例施行後）

A市

線引きと非線引きの境界付近の人口変化

H2-12(3411条例施行前)

◎

◎

欠測

甲府市
調整区域

笛吹市非
線引き白地

市役所

隣接市行政界

線引き都計界

◎

3000m
↑N

線引きＡ市
市街化区域
－4.2千人

Ａ市調整区域
－0.2千人

非線引きＢ市
白地

+4.9千人

＋20％以上
～＋20％
～＋10％
～0％
～－10％
－20％未満

人口増加率

数字は調整区域又
は非線引き都計区域
の増減数

昭和60年をピークに人口減少に転じた
人口20万人程度の地方中核都市

非線引きＢ市白地
－0.8千人

線引きＡ市
市街化区域
－8.3千人

既成市街地の
空洞化

小学校キャパ
不足

Ａ市調整区域
+5.7千人

こんな状態での立地適正化計画って何なんだ・・・?

市街化調整区域を見ると・・・
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①：条例強化の予定無し
②：立適計画を踏まえ条例強化
を一部実施済

③：立適計画を見据えて条例強
化を実施予定

④：立適計画と関係なく条例強
化を実施済

⑤：立適計画と関係無く条例強
化を実施予定

⑥：その他

1

4

2

9

3

3

8

2 3

1

⑥

⑤

④

③

②

①

協議あり

協議なし

N=54
N=32

4
1

10
2

15

1
1

4
1
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E
D
C
B
A

最も当てはまる

次に当てはまる
0 5 10 15 20

回答数

0 5 10 15 20 25 30 35
回答数

A：現行の基準で立適計画に影響が無いと
予想されるため

B：住民からの反対が大きいと予想されるため
C：立適計画はあくまで市街化区域内の制度
であるため

D：立適計画で定める誘導区域は都市計画法
に基づかないため

E：その他

立適計画策定に具体的に取組む都市276団体（平成28年３月31
日現在）から開発許可条例並存都市58都市を抽出し、これら都
市へアンケート調査（平成28年11～12月にかけて実施、回収率
100％）及び個別ヒアリングにより確認。

立地適正化計画と合わせた開発許可条例の対応

立適計画を見据えて開発許可緩和条例をどうするか？

条例を強化し
ない理由は？
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非線引き都市の用途地域指定地域外を見ると・・・
（制度化初期に立地適正化計画を策定した都市）

喜入
都市計画
区域

松元
都市計画
区域

郡山都市計画区域 吉田
都市計画
区域

鹿児島線引き
都市計画区域

線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域

特定用途制限地域
(H21.10指定)

用途地域

線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域

特定用途制限地域
(H21.10指定)

用途地域
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非線引き都市の用途地域指定地域外を見ると・・・
（制度化初期に立地適正化計画を策定した都市）

花尾地区

南方地区

用途地域

白地地域に
拠点を設定
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非線引き都市の用途地域指定地域外を見ると・・・
（制度化初期に立地適正化計画を策定した都市）

用途地域

花尾地区
空間特性C

南方地区
空間特性C

� 用途地域内に誘導区域を指定す
る義務規定がない

⇒ガイドプランで位置づけた全ての旧
町の拠点を誘導区域に指定する
方針

白地地域を含めて誘導区域に指定

14

非線引き都市の用途地域指定地域外を見ると・・・
（制度化初期に立地適正化計画を策定した都市）

15

非線引き都市の用途地域指定地域外を見ると・・・
（制度化初期に立地適正化計画を策定した都市）

②地区 国道沿道
一部で既に市街地形
成(スプロールだが)
大型スーパーも立地
するので都市機能誘
導区域に

国道沿道南東
一部が農振除外
残された農用地区域
でも出店計画あり

16

(経済産業省地域経済産業グループ資料)

地域未来投資促進法(H29.7施行) 通称「未来法」

製造業等に限らない多様な業種を誘致



17

(経済産業省地域経済産業グループ資料)

土地利用調整（農振法・都市計画法）の特例

地域未来投資促進法(H29.7施行) 通称「未来法」

18

非線引き都市の用途地域指定地域外を見ると・・・
（制度化初期に立地適正化計画を策定した都市）

未来法基本計画(H29.12)

200m ↑N

８年縛り農用地区域で商業
施設誘致構想(H20代半ば)
地域未来投資促進法+農村
産業法による特例を活用

土地区画
整理事業
の検討地

農用地
区域

重点促進
区域

沿道系商業地

専用住宅地

農業生産地域

森林地域

公共施設等

用途
地域

都市マス
(H21.8)

旧都市マスでは概ね住
居系市街地を想定
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立地適正化計画による集約化に向けた課題

非線引き都市計画区域 線引き都市計画区域

用途地域 市街化区域

市街化調整区域非線引き白地

まとめて言うとこういうことです。

将来の誘導
区域検討地

20非線引き都市計画区域

•用途地域

非線引き白地

特定用途制限地域

立地適正化計画制度による集約化とあわせた
都市計画制度の活用・見直し

大野市

誘導施設
≒特定用途制限地域の制限用途
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人口減少下でも市街地
拡散
農振農用地での商業開
発や宅地開発

道路、下水道整備、除雪コスト
の増大
過度な自動車依存型都市が
形成されることへの懸念

横手市都市計画
マスタープラン策定（H21）

都市機能が市街地に集積し、市街地と田園
集落が交流・連携により共に豊かに暮らす

「コンパクトシティ」の形成を目指す
これから人口が減少し、財政規模が縮小し
ても維持できるまちをつくっていくためには、

土地利用をコントロールして、市街地の拡
大や建物用途の混在を防止

◆都市計画区域を合併町村にも拡大
◆農振農用地を含む広い範囲で特定用途制限地域を導入

立地適正化計画制度による集約化とあわせた
都市計画制度の活用・見直し

2222

特定用途制限地域の制限建築物用途と用途区分

従来から
擬調整区域的な特定
用途制限地域を指定

特定用途制限地域を活用した土地利用コン
トロールによる備え

23

横手市立地適正化計画策定（H30）
コンパクト化政策のさらなる推進

届出・勧告制度で市街地拡

居住誘導区域を指定
空家の利活用等の居住を
誘導する施策を展開

届出・勧告制度だけで
市街地拡散を抑制でき
るのか？

2424

特定用途制限地域をさら
に強化して共同住宅、非
自己用住宅を規制(R2～)
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立地適正化計画制度による集約化とあわせた
都市計画制度の活用・見直し

線引き都市計画区域

•市街化区域

•市街化調整区域

線引き都市計画区域

•市街化区域

•市街化調整区域

26

宇都宮市は隣接２市４町と広域都市
計画区域を構成
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宇都宮市
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H27までに、2182件（うち
専用・兼用住宅は2137
件）の自己用行為が
3411条例により許可

3411条例による開発許可推移

　　開発許可件数(件)←左軸
　　開発許可件数(件)←左軸

　　開発許可面積(ha)←右軸

注)建築許可を除く

27

宇都宮市の3411条例開発許可住宅の分布

※認可区域外のうち、50戸連
担範囲をGISを用いて抽出した
範囲

下水道未処理区域

3411条例
施行前

～H2
～H7
H8～

～H22
H23～

認可区域内
認可区域外※

下水道処理区域

3411条例
施行後

市街化区域
3411条例住宅許可

28

宇都宮市の3411条例開発許可住宅の分布

※認可区域外のうち、50戸連
担範囲をGISを用いて抽出した
範囲

下水道未処理区域

3411条例
施行前

～H2
～H7
H8～

～H22
H23～

認可区域内
認可区域外※

下水道処理区域

3411条例
施行後

市街化区域
3411条例住宅許可

3411条例で許可された
住宅地に住む人はどこから来たのか？
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Ｈ26～27の許可

●

●

●

戸建住宅からの申請

共同住宅からの申請

公営住宅からの申請

●雇用住宅からの申請

▲

▲

▲

▲

▲ 3411条例住宅許可

市街化区域 非線引き用途

小学校区内移動
329件

中学校区内移動
220件(上記移動
を除く)

小中学校区が一
致しない移動
1225件

市外からの移動 327件

自己用住宅居住予定者（申請者）の従前居住地と
開発許可住宅地とを紐づけして分析すると・・・

30

3411条例許可住宅

市街化区域

調整区域

宇都宮市線引き都市計画区域
S45DID

県内線引き都市計画区域 県内非線引き都市計画区域※

市街化区域 用途地域 県内都市計
画区域外

大都市圏
海外

地方圏

9.6%

9.
6%12.5%

3.8%

7.1%

1.9%

1.
8%

2.5%

0.3%

0.8%
0.8%

1.0% 48.2％

3411条例許可住宅の申請者従前居住地
※宇都宮市内旧非線引き都市計画区域を含む

居住誘導区域

住替えはなる
べくコチラへ

住替えはなる
べくコチラへ

住替えはなる
べくコチラへ

調整
区域

自己用住宅居住予定者（申請者）の従前居住地と
開発許可住宅地とを紐づけして分析すると・・・

31

立地適正化計画の策定を契機として、3411条例自体を廃止

立地適正化計画での拠点

市街化調整区域の整備及び保全の

方針で調整区域での
地域拠点を設定

3411条例は廃止するが、地域拠点
や小学校周辺等を中心に調整区域
地区計画の運用を促す

立地適正化計画制度による集約化とあわせた
都市計画制度の活用・見直し

32

特定集落区域に限定した緩和

＜和歌山市＞

一般住宅の許容（3412条例）
+

延床面積1,500㎡までの許容
（1号店舗の上限面積緩和）

＜宇都宮市＞

地域拠点・小学校周辺に限定した緩和

一般住宅の許容（調整区域地区計画）
+

大店立地法届出該当店舗以外の許容
（地域拠点で3412条例により緩和）
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SDGs未来都市のモデル都市（見附市）での取組み

34

立地適正化計画とあわせた
市街化調整区域でのゾーニング

見附市立地適正化計画での地域コミュニティゾーン

税制優遇や住宅取得補助等のイ
ンセンティブを検討

35

地域コミュニティゾーン

2020/11/19 35

R2.3 見附市立地適正化計画より引用

見附市では居住誘導施策の一つに補助金の制度
があり、地域コミュニティゾーンも対象となっている。

新築 中古

市内 10(20)万 20(30)万

市外 50万 30万

・市外から新築住宅取得

・市外から中古住宅取得

・市内から新築住宅取得

・市内から中古住宅取得

補助の金額

36
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ふるさとセンター
集会所

2020/11/19 37

ふるさとセンター

11カ所

町内集会所

68カ所

R2.3 見附市立地適正化計画

見附市ゼンリン住宅地図

38
2020/11/19 38

39
2020/11/19 39

小さな拠点ゾーン
628.1ha
居住誘導ゾーン
516.1ha

都市機能誘導区域
109.8ha
居住誘導区域
562.2ha

40
2020/11/19 40

居住誘導ゾーンに含まれる農地（居住誘導の種地）
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2020/11/19 41

居住誘導ゾーン
516.1haに対し、
バス停から300m圏に
含まれる居住誘導ゾー
ン約233ha

居住誘導ゾーンの約55%が、
バス停から300m圏外に存在

国土数値情報より

42
2020/11/19 42

見附市では乗り合いタ
クシーを6ルート運行

・今町田園地区

・新潟地区、戸代新田町

・葛巻地区の一部

・元町一丁目ルート

・牛ヶ嶺・明晶ルート

・杉澤・文納ルート

見附市立HPより

43

立地適正化計画による集約化に向けた限界

非線引き都市計画区域 線引き都市計画区域

用途地域 市街化区域

市街化調整区域非線引き白地

うちは立適なんか
しないよ

44

策定都市と未策定都市の狭間で・・・

未来法基本計画(H29.9)

土地利用調整計画(H31.2)

①商業,観光
施設用地

②流通施
設用地

③

④

ものづくり産
業施設用地

200m ↑N

線引き見直し(市街化区域
の指定)で農振除外不可
地域未来投資促進法によ
る特例を活用
調整区域地区計画による
開発許可で商業地を整備

未来法に取組むことで
開発計画地が拡張され
た８年縛り受益地 土地利用調整区域(調整

区域地区計画検討区域)

農用地区域

重点促進区域
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策定都市と未策定都市の狭間で・・・

未来法基本計画(H29.9)

土地利用調整計画(H31.2)

①商業,観光
施設用地

②流通施
設用地

③

④

ものづくり産
業施設用地

200m ↑N

線引き見直し(市街化区域
の指定)で農振除外不可
地域未来投資促進法によ
る特例を活用
調整区域地区計画による
開発許可で商業地を整備

土地利用調整区域(調整
区域地区計画検討区域)

農用地区域

重点促進区域

都市マス
(H24.2)

工業系土地利用を図るｴﾘｱ

農地の保全及び集落の住
環境の保全を図るｴﾘｱ

↑の拡張予定地 改訂都市
マス
(H31.3)

商業系開発計画地

工業系開発計画地

産業工業系土地利利用

商業施設建設計画に追認
して都市マスを改訂

もともとの都市マスでは
農地の保全を図るエリア
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2020年改正特措法で考えていくべきこと

居住誘導区域内のハ
ザードエリアの取扱い
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浸水範囲は主に市街化調整区域だが、

居住誘導区域内でも浸水

浸水想定区域を含めて
居住誘導区域を指定

2019年11月26日 NHKニュースおはよう日本

長野市立地適正化計画(Ｈ29) 長野市浸水想定区域図
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長岡市の居住誘導区域に
含まれる浸水想定区域
（想定最大規模）

48
信濃川河川事務所 より

市街化区域

↑中心市街地

旧町の中心→
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長岡市の居住誘導区域に
含まれる浸水想定区域
（浸水継続時間）

49
信濃川河川事務所 より

市街化区域

↑中心市街地
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生
活
利
便
性

高
い

低
い

低い 高い
災害リスク

積極的に誘導区域
から除外

安全対策を
講じた上で誘導

災害リスクを
再評価

誘導区域とする
ことの妥当性評価
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総括

・市街化調整区域の方をどうするの？
立適と整合する開発許可制度の再強化
農村拠点への誘導も重要（ただし、どこまで許容？）

・郊外開発のための立地適正化計画
農振除外して郊外型店舗の誘致を想定

・策定都市と非策定都市との関係

・計画制度間齟齬（立地適正化⇔地域未来開発）


